
社団法人　日本通信教育振興協会

生涯学習奨励講座認定規程

　　（目的）
第　１　条 　この規則は民間社会通信教育講座の質的向上を図るため、社団法人日本通信教育

振興協会(以下「協会」という）が民間社会通信教育講座（以下「講座」という）のうち、
生涯学習上奨励するものを生涯学習奨励講座として認定・登録する手続き等を定める
ものである。

　　(認定の基準）
第　２　条 　講座の認定を受けようとする者は、協会の正会員・準会員であって講座を健全に維持

運営するために必要な施設、組織、機能、資産、熱意、実績を有する者でなければなら
ない。

　　　　　２、　認定を受けようとする講座は、一定の教育計画の下に、教材、補助教材等を受講者に
送付し、これに基づき、設問解答、添削指導、質疑応答等を行う教育であって、かつ別
に定める「生涯学習奨励講座認定審査基準」を満たしたものでなければならない。

　　　　　３、　認定講座の実施者は、その講座の教育計画実現のために、必要な指導者を置かなけ
ればならない。

　　（認定講座の水準の維持向上）
第　３　条 　認定講座の実施者は、認定を受けた講座の教材、指導方法などについて適宜改善を

図り、その水準の維持向上に努めなければならない。

　　（認定の申請）
第　４　条 　認定を受けようとする者は、次の各号に掲げるものを事務局に提出して、認定の申請

をしなければならない。
一、別に定める「講座認定申請書」
二、通信教育受講に関する規則
三、教材セット（主教材及び補助教材）
四、講座案内書
五、学習指導者の名簿及びそれぞれの履歴書
六、その他協会が必要と認めるもの

　　（通信教育受講に関する規則）
第　５　条 　前条第1項第二号の通信教育受講に関する規則は、認定講座の実施者と受講者との

間の受講についての契約の内容となる事項を定めたものとし、少なくとも次の各号に掲
げる事項を記載したものでなければならない。
一、講座の名称
二、講座の目的
三、講座の教育内容に関する事項
四、修業期間に関する事項
五、教材及び内容に関する事項
六、学習指導の方法に関する事項
七、学習の評価及び修了の認定に関する事項
八、学習指導者、教務責任者及び学習指導機関に関する事項
九、入講、退講及び修了に関する事項
十、受講料その他受講者から徴収する費用及び支払いの方法等に関する事項

　　（認定審査）
第　６　条 　講座の審査は、講座委員会がこの規程に従って行い、その結果を理事会で審議して

承認する。
　　　　　２、　講座の認定審査に係わり知り得た情報等は他にもらしてはならない。
　　　　　３、　講座審査の結果は、申請後３ヶ月以内に文書で通知する。
　　　　　４、　認定審査結果に異議ある場合は、認定又は非認定の通知を受けた日より３０日以内

に協会あてに異議の申し立てを行うことができる。



　　（審査料、認定登録料）
第　７　条 　認定を受けようとする者は第一号について、認定を受けた者は第二号及び第三号に

ついて、それぞれ一講座ごとに納入するものとし、その額については別に定める。
一、審査料
二、認定登録料
三、認定講座管理料

　　　　　２、　審査料は初回審査時に納入しなければならない。認定登録料及び認定講座管理料
は、認定後納入する.。

　　　　　３、　既納の認定登録料及び認定管理料は返却しない。

　　（認定の通知）
第　８　条 　認定された講座は申請者に通知し、登録された講座は当協会で発行する印刷物等に

掲載は発表する。

　　（認定の表示）
第　９　条 　認定・登録を受けた講座について社団法人日本通信教育振興協会認定生涯学習奨

励講座の旨表示することができる。また別に定めるマークを使用することができる。

　　（認定資料）
第 １０ 条 　協会は第4条の資料を善良な管理者の責任をもって保管し、認定講座の維持管理の

用に供する。

　　（変更の申請）
第 １１ 条 　実施者は、認定を受けた講座について第5条に掲げた事項について変更が生じる場

合は変更の内容を明らかにした書類を添えて講座委員会に変更の申請をし、理事会の
承認を受けなければならない。

　　（廃止の届出）
第 １２ 条 　実施者は、認定を受けた講座の廃止をするときは、廃止の時期、廃止後の措置を明

らかにする書類を添えて届け出なければならない。

　　（認定の取消）
第 １３ 条 　協会は、認定した講座が次の各号の一つに該当することとなった場合は、認定を取消

すものとする。
一、実施者が講座について変更をする場合に、変更審査により第2条の認定基準に到
　　達しないとされた場合。
二、協会の審査により、講座について第2条の認定基準に到達しないことが明らかと
　　なった場合。
三、この規程の目的に反する行為があり、協会からの助言に対して適切な措置を講じ
　　ていないと認められる場合。
四、認定登録料及び認定講座管理料を1年以上納入しない場合。
五、営業方法等に疑義を生じ、理事会が「広告及び営業の基準」に照らして不適切と
　　認めた場合。

　　附則　１．　この規程は平成8年12月10日から実施する。
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